
2行方市議会だよりNo.81

第３回定例会　市長所信表明及び提案理由の説明　�

あ
ら
ま
し

◆第 3回（７月）臨時会は 7月 10日に開催され、報告１件、補正予算の議案３件が市
長から提出されました。審査の結果、原案のとおり可決・承認されました。
◆第３回（10月）定例会は、10月 10日から 11月 11日までの 33日間にわたり開催
され、各会計の決算認定の他、報告４件、人事案件や条例の制定、補正予算など８件
が市長から提出されました。議案は、審査の結果、いずれも原案のとおり、可決・承
認されました。また、一般質問では８名の議員が登壇し、市の方針等を質しました。

第
３
回
定
例
会
の
経
過※

議
案
の
内
容
は
次
の
ペ
ー
ジ
か
ら

　
10
月
10
日（
金
）【
議
会
運
営
委
員
会
】

　
　
　
　
　
　
　
【
本
会
議
】開
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
会
期
の
決
定
、
諸
般
の
報
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
議
案
の
上
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
信
表
明
、
提
案
理
由
の
説
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
監
査
報
告
、議
案
質
疑
、委
員
会
付
託
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
報
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
質
疑
、
討
論
、
採
決
（
議
案
の
一
部
）

　
　
　
20
日（
月
）【
本
会
議
】一
般
質
問

　
　
　
21
日（
火
）【
本
会
議
】一
般
質
問

　
　
　
24
日（
金
）【
本
会
議
】議
案
質
疑
、
委
員
会
付
託

　
　
　
28
日（
火
）【
総
務
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

　
　
　
29
日（
水
）【
教
育
厚
生
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

　
　
　
30
日（
木
）【
経
済
建
設
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

　
　
　
31
日（
金
）【
予
算
決
算
常
任
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

　
11
月
４
日（
火
）【
予
算
決
算
常
任
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

　
　
　
５
日（
水
）【
予
算
決
算
常
任
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

　
　
　
11
日（
火
）【
議
会
運
営
委
員
会
】

　
　
　
　
　
　
　
【
全
員
協
議
会
】　

　
　
　
　
　
　
　
【
本
会
議
】委
員
長
報
告
、
質
疑
、
討
論
、
採
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
議
員
の
派
遣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閉
会
中
の
所
管
事
務
調
査

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閉
会

　私の掲げる政策として、第一に「なめがた地域医療センター」
の病院機能の回復を目指してまいります。そのほか、新庁舎建
設の見直し、子育てへの投資、にぎわいと自然が調和する観光・
環境共生のまちづくり、地域経済・農業雇用の強化の取り組み
です。
　これらの政策を基に、市民の皆様一人一人の声を大切にし、
共に課題を解決しながら、住み続けたいと思えるまちづくりに
全力で取り組んでまい
る所存です。
　市民の皆様並びに議
員各位におかれまして
は、御理解と御協力を
賜りますようお願い申
し上げます。

第
３
回
臨
時
会
の
経
過

※
議
案
の
内
容
は
10
ペ
ー
ジ

　
７
月
10
日（
木
）

　
【
本
会
議
】開
会

　
　
　
　
　
会
期
の
決
定
、
諸
般
の
報
告

　
　
　
　
　
議
案
の
上
程
、
説
明

　
　
　
　
　
質
疑
、
討
論
、
採
決

　
　
　
　
　
閉
会

令和7年 第３回臨時会・第３回定例会第３回臨時会・第３回定例会

（一部抜粋）



繰越金
3.9%

総務費
26.0%

民生費
28.1%

議会費 0.7%
商工費 1.0%

教育費
8.6%

農林水産業費 3.8%

衛生費
9.4%

公債費
8.9%

消防費 4.3%

土木費
8.8%

諸支出金 0.3%

自主財源
39.5%

市税
20.0%

繰入金
8.0%

諸収入
1.8%

その他
5.8%

地方交付税
27.8％

国庫支出金
13.0%

県支出金
5.8%

市債
6.5%

譲与税・交付金など
7.4％

依存財源
60.5%

災害復旧費 0.1%

歳入
211億 1,960 万

3,439 円
201億 3,354 万

5,253 円

歳出
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　補正予算・決算審査のため、予算
決算常任委員会（阿部 孝太郎委員長）
が開催され、議長を除く 16 名の委員
により、審査が行われました。
　審査内容の詳細については、次号の
議会だよりでお伝えします。

※その他、詳細については行方市ホームページをご覧ください。
　（https://www.city.namegata.ibaraki.jp/shisei/zaisei/zai-kessan/）

会計名 歳　　入 歳　　出 差引残額
一般会計 211 億 1,960 万 3,439 円 201 億 3,354 万 5,253 円 9 億 8,605 万 8,186 円
国民健康保険特別会計 44 億 2,347 万 4,903 円 44 億 782 万 6,390 円 1,564 万 8,513 円
介護保険
特別会計

保険事業勘定 38 億 9,761 万 8,611 円 36 億 8,803 万 9,758 円 2 億 957 万 8,853 円
介護サービス事業勘定 125 万 4,585 円 125 万 4,585 円 0 円

後期高齢者医療特別会計 5 億 1,581 万 5,122 円 5 億 1,236 万 6,822 円 344 万 8,300 円
水道事業
会計

収益的収入及び支出 9 億 9,441 万 4,450 円 8 億 6,769 万 4,743 円 1 億 2,671 万 9,707 円
資本的収入及び支出 2 億 2,777 万 7,682 円 4 億 571 万 1,214 円 △ 1 億 7,793 万 3,532 円

下水道事
業会計

収益的収入及び支出 8 億 3,685 万 8,865 円 7 億 8,123 万 3,310 円 5,562 万 5,555 円
資本的収入及び支出 2 億 942 万 7,610 円 5 億 183 万 8,834 円 △ 2 億 9,241 万 1,224 円

合　　計 322 億 2,624 万 5,267 円 312 億 9,951 万 909 円 9 億 2,673 万 4,358 円

６会計決算は認定

令和６年度　一般会計の決算状況

一般・特別・企業会計別決算

　
令
和
６
年
度
決
算
に
つ
い
て
は
、
経

常
的
な
事
業
に
加
え
、
物
価
高
騰
の
影

響
を
受
け
て
い
る
市
民
生
活
及
び
経
済

活
動
の
支
援
事
業
、
社
会
保
障
費
増
加

へ
の
対
策
、
大
規
模
な
公
共
建
築
物
の

整
備
更
新
な
ど
の
実
施
内
容
や
進
捗
状

況・成
果
な
ど
に
関
し
て
確
認
し
ま
し
た
。

　
今
後
の
行
財
政
運
営
に
あ
た
っ
て
は
、

社
会
環
境
の
変
化
に
柔
軟
に
対
応
す
る

と
と
も
に
、
引
き
続
き
特
定
財
源
の
確

保
と
交
付
税
措
置
の
あ
る
有
利
な
地
方

債
の
有
効
活
用
を
図
り
、
中
長
期
的
視

点
に
立
っ
た
健
全
で
持
続
可
能
な
運
営

を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め

に
も
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
事
業
の
精
査

を
徹
底
し
、
よ
り
一
層
市
民
生
活
の
安

全
面
、
経
済
面
の
向
上
に
努
め
る
よ
う

お
願
い
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
行
方
市
監
査
委
員　
川
尻　
隆
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
林　
　
久

監
査
委
員
の
意
見（一

部
抜
粋
）
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一般会計 地方債残高（単位：百万円）
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2,000

4,000
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主要指標から見た　行方市の財政状況主要指標から見た　行方市の財政状況
　地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、令和６年度の行方市健全化判断比率の報告が
ありました。

・実質赤字比率　　　　--％　　　　（赤字額がないため--％の表示）
　　　標準財政規模における一般会計等の赤字の割合を指標化したもの

・連結実質赤字比率　　--％　　　　（赤字額がないため--％の表示）
　　　行方市のすべての会計を合算して赤字の割合を指標化したもの

・実質公債費比率　　　８．２％
　市の実質的な借金が財政規模に占め
る割合のこと。数値が高いほど返済の負
担が重いことを示し、通常３年間の平均
値を使用します。
年度 /
項目 比率 県内

平均
早期健全
化基準

R05 8.5 6.6
25.0R04 8.7 6.4

R03 8.3 6.3

・将来負担比率　　　１９．２％
　地方公共団体の借入金（地方債）など
現在抱えている負債の大きさを、その地
方公共団体の財政規模に対する割合で
表したものです。
年度 /
項目 比率 県内

平均
早期健全
化基準

R05 24.7 23.2
350.0R04 36.0 22.4

R03 45.3 28.8

自主財源比率・・・・歳入に占める自主財源（市税、手数料・使用料、寄附金等）の割合
義務的経費割合・・・歳出に占める義務的経費（人件費、公債費、扶助費等）の割合

5 年間の一般会計決算の推移
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35.0

40.0
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審査の内容を一部抜粋してお伝えします。議決結果は９ページをご参照ください。
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財
産
の
取
得
に
つ
い
て

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条

第
１
項
第
８
号
及
び
行
方
市
議
会
の
議
決
に
付
す
べ

き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例

（
平
成
17
年
行
方
市
条
例
第
49
号
）
第
３
条
の
規
定

に
よ
り
、
提
案
す
る
も
の

　
１　
購
入
す
る
動
産

　
　
　
水
槽
付
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車

（
消
防
団
玉
造
支
団
第
３
分
団
第
４
部
（
下

宿
））

　
２　
契
約
の
方
法

　
　
　
指
名
競
争
入
札

　
３　
契
約
金
額

　
　
　
３
９
４
９
万
円

　
４　
契
約
の
相
手
方

　
　
　
茨
城
県
潮
来
市
日
の
出
４
丁
目
11
番
10
号

　
　
　
有
限
会
社　
カ
ミ
ス
総
合
防
災

　
　
　
潮
来
営
業
所　
所
長　
髙
木　
優
一

　
消
防
車
両
の
価
格
上
昇
に
つ
い
て

　
近
年
の
価
格
高
騰
に
よ
り
、
単
価
が
上
が
っ
て

い
ま
す
。
納
期
も
長
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
、
基

金
を
造
成
し
、
年
度
を
ま
た
い
だ
形
で
購
入
す
る

計
画
で
す
。

総
務
委
員
会

 

　
２　
契
約
の
方
法

　
　
　
指
名
競
争
入
札

　
３　
契
約
金
額　
　

　
　
　
３
６
９
６
万
円

　
４　
契
約
の
相
手
方

　
　
　
茨
城
県
潮
来
市
日
の
出
４
丁
目
11
番
10
号

　
　
　
有
限
会
社　
カ
ミ
ス
総
合
防
災

　
　
　
潮
来
営
業
所　
所
長　
髙
木　
優
一

　
今
後
の
消
防
団
の
統
廃
合
を
見
据
え
、
整
備
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は

　
行
方
市
消
防
団
の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
委
員

会
で
も
、
議
論
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
統
廃
合
に
つ

い
て
は
、消
防
団
、行
政
区
、行
政
が
一
緒
に
な
っ

て
検
討
し
、
共
通
認
識
を
持
っ
て
進
め
て
行
き
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
入
れ
替
え
た
車
両
は
、
ど
の
よ
う
な
処
分
を
す

る
の
か

　
古
い
車
両
に
つ
い
て
は
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
な
ど

を
行
い
、
少
し
で
も
財
源
化
さ
せ
て
頂
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

　
消
防
団
員
運
転
免
許
取
得
補
助
金
を
受
け
た
人

数
は

　
令
和
６
年
度
は
４
名
（
オ
ー
ト
マ
限
定
解
除
：

１
名
、
中
型
免
許
取
得
：
３
名
）
で
す
。

　
消
防
車
両
の
更
新
時
期
を
20
年
に
し
た
理
由

　
消
防
署
で
使
用
し
て
い
る
車
両
の
更
新
時
期
等

を
考
慮
し
、
本
市
で
は
お
お
む
ね
20
年
と
し
て
い

ま
す
。
20
年
経
過
し
て
く
る
中
で
、
い
ざ
出
動
と

い
う
と
き
に
不
具
合
が
生
じ
な
い
よ
う
に
、
北
関

東
防
衛
局
と
も
協
議
し
決
定
し
ま
し
た
。

　
財
産
の
取
得
に
つ
い
て

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条

第
１
項
第
８
号
及
び
行
方
市
議
会
の
議
決
に
付
す
べ

き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例

（
平
成
17
年
行
方
市
条
例
第
49
号
）
第
３
条
の
規
定

に
よ
り
、
提
案
す
る
も
の

　
１　
購
入
す
る
動
産　
　

　
　
　
小
型
消
防
ポ
ン
プ
積
載
車
３
台

（
消
防
団
玉
造
支
団
第
３
分
団
第
７
部（
泉
））

（
消
防
団
玉
造
支
団
第
３
分
団
第
８
部（
緑
ヶ

丘
））

（
消
防
団
玉
造
支
団
第
４
分
団
第
２
部
（
芹

沢
））�



付託案件の審査
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教
職
員
定
数
改
善
と
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制

度
堅
持
の
た
め
の
政
府
予
算
に
係
る
意
見
書
採

択
を
求
め
る
請
願

【
請
願
者
】　　
茨
城
県
教
職
員
組
合

　
　
　
　
　
　
執
行
委
員
長　
井
坂　
功
一

【
紹
介
議
員
】　
小
野
瀬　
忠
利

請
願
の
概
略

　
学
校
現
場
で
は
、
子
ど
も
の
貧
困
・
い
じ
め
・

不
登
校
や
教
職
員
の
長
時
間
労
働
な
ど
課
題
が
多

い
。
豊
か
な
学
び
を
保
障
す
る
に
は
教
職
員
定
数

改
善
や
少
人
数
学
級
の
実
現
が
必
要
で
あ
る
。
義

務
標
準
法
の
改
正
に
よ
り
学
級
編
制
基
準
の
引
き

下
げ
が
進
む
一
方
、
国
庫
負
担
率
削
減
で
自
治
体

間
の
教
育
格
差
が
懸
念
さ
れ
る
。
教
育
水
準
の
均

等
確
保
や
学
校
の
働
き
方
改
革
の
推
進
に
は
国
に

よ
る
財
源
措
置
と
支
援
が
欠
か
せ
な
い
。よ
っ
て
、

国
庫
負
担
制
度
の
堅
持
・
復
元
と
教
職
員
定
数
改

善
計
画
の
策
定
を
国
へ
要
望
す
る
。

審
査
の
結
果

　
　
　
採
択

※
意
見
書
８
ペ
ー
ジ

請　
願

　
行
方
市
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律（
令
和
６
年
法
律
第
47
号
）に
よ
り
、
乳
児
等
通

園
支
援
事
業
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
実
施
に
あ

た
り
必
要
な
保
育
の
水
準
を
確
保
す
る
た
め
、
設
置

等
に
か
か
る
基
準
を
定
め
る
条
例
を
制
定
す
る
も
の

　
対
象
者
は
ど
の
く
ら
い
お
り
、
保
護
者
へ
の
連

絡
は
ど
の
よ
う
な
形
で
行
う
の
か
。
ま
た
公
布
日

は
い
つ
か

　

対
象
者
は
１
０
０
人
程
度
を
見
込
ん
で
い
ま

す
。
各
事
業
者
の
確
認
、
受
付
、
審
査
を
進
め
、

３
月
に
事
業
者
の
認
可
と
確
認
の
決
定
を
行
い
、

市
民
へ
周
知
し
、公
布
の
日
か
ら
実
施
予
定
で
す
。

　
ど
の
く
ら
い
の
事
業
者
を
想
定
し
て
い
る
の
か

　
７
月
に
園
長
会
議
を
実
施
し
意
向
調
査
を
行
っ

た
と
こ
ろ
、
３
園
が
実
施
す
る
方
向
と
な
っ
て
い

ま
す
。

教
育
厚
生

員
委

会

　
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

　
地
方
自
治
法
第
96
条
第
１
項
第
５
号
及
び
行
方
市

議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
又

は
処
分
に
関
す
る
条
例
第
２
条
の
規
定
に
よ
り
、
提

案
す
る
も
の

　
１　
契
約
の
目
的　
　

行
方
市
麻
生
衛
生
セ
ン
タ
ー
基
幹
的
設
備
改

良
工
事

　
２　
契
約
の
方
法　
　

　
　
　
一
般
競
争
入
札

　
３　
契
約
金
額　
　

　
　
　
13
億
３
８
１
８
万
３
千
円

　
４　
契
約
の
相
手
方

　
　
　
東
京
都
台
東
区
北
上
野
二
丁
目
８
番
７
号

　
　
　
浅
野
ア
タ
カ
株
式
会
社 

　
　
　
代
表
取
締
役　
小
池　
正
一

　
５　
工
期　
　

議
決
日
の
翌
日
か
ら
令
和
10
年
２
月
10
日
ま

で

　
入
札
の
予
定
価
格
や
入
札
率
は
。
ま
た
、
予
定

価
格
は
公
表
し
て
い
る
の
か

　
予
定
価
格
は
13
億
３
８
３
０
万
１
８
０
０
円
。

落
札
率
は
約
99
％
。
予
定
価
格
は
、
入
札
公
告
時

に
金
額
が
提
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

経
済
建
設

員
委

会
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ど
の
よ
う
な
補
助
金
等
を
活
用
し
て
い
る
の

か
。
ま
た
金
額
は

　
循
環
型
社
会
形
成
推
進
交
付
金
で
、
５
億
５
２

６
５
万
５
千
円
。工
事
費
の
約
41
％
と
な
り
ま
す
。

も
う
一
つ
は
、
一
般
廃
棄
物
の
処
理
事
業
債
で
、

７
億
６
９
５
万
６
千
円
。
工
事
費
の
約
52
％
と
な

り
ま
す
。
残
り
７
８
５
７
万
２
千
円
が
一
般
財
源

で
す
。

　
今
回
の
改
良
工
事
を
行
い
、
何
年
ぐ
ら
い
も
つ

の
か

　
工
事
後
15
年
間
の
延
命
を
計
画
し
て
い
ま
す
。

そ
の
期
間
を
使
い
、
今
後
の
運
用
に
つ
い
て
検
討

し
て
い
き
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
は
、
し
尿
処
理
施
設
の
広
域
化
を
見

据
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

　
今
後
、
市
単
独
で
運
用
す
る
だ
け
で
な
く
、
広

域
化
に
つ
い
て
周
辺
自
治
体
と
協
力
体
制
を
構
築

で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

令
和
６
年
度
行
方
市
水
道
事
業
会
計
未
処
分
利
益

剰
余
金
の
処
分
に
つ
い
て

　
令
和
６
年
度
行
方
市
水
道
事
業
会
計
未
処
分
利
益

剰
余
金
１
億
２
４
９
６
万
４
３
２
６
円
の
全
額
を
資

本
金
に
組
み
入
れ
る
も
の

　
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
に
つ
い
て
。
法
定
内

と
法
定
外
の
金
額

　
繰
入
金
総
額
８
１
８
７
万
３
千
円
で
す
。
内
訳

と
し
て
、
法
定
外
が
光
熱
費
高
騰
対
策
５
１
４
０

万
３
千
円
。
上
山
浄
水
場
の
水
質
悪
化
に
係
る
経

費
９
５
０
万
円
。
高
速
道
路
建
設
に
伴
う
経
費

２
千
万
円
。
法
定
内
が
児
童
手
当
97
万
円
と
な
っ

て
い
ま
す
。

令
和
６
年
度
行
方
市
下
水
道
事
業
会
計
未
処
分
利

益
剰
余
金
の
処
分
に
つ
い
て

　
令
和
６
年
度
行
方
市
下
水
道
事
業
会
計
未
処
分
利

益
剰
余
金
５
９
４
１
万
３
０
１
円
を
減
債
積
立
金
に

積
み
立
て
る
も
の

　
泉
地
区
の
下
水
道
整
備
は
ど
の
く
ら
い
か
か
る

の
か
。
ま
た
、
玉
造
地
区
の
下
水
道
整
備
は
こ
れ

で
終
了
な
の
か

　
泉
地
区
に
つ
い
て
は
、今
年
度
設
計
に
着
手
し
、

お
お
む
ね
５
年
か
ら
６
年
か
け
て
整
備
を
進
め
る

計
画
で
す
。
玉
造
地
区
の
下
水
道
整
備
に
つ
い
て

で
す
が
、
手
賀
地
区
は
今
年
度
の
工
事
整
備
が
完

了
す
れ
ば
、
ほ
ぼ
終
了
の
見
込
み
と
な
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
ま
だ
未
着
手
の
地
区
が
あ
り
、
加
茂

地
区
に
つ
い
て
は
計
画
の
見
直
し
等
も
含
め
て
整

備
し
て
い
く
予
定
で
す
。

　
下
水
道
地
域
に
指
定
さ
れ
て
い
る
と
、
合
併
浄

化
槽
の
補
助
金
は
出
な
い
の
か

　
現
在
は
下
水
道
対
象
地
区
で
７
年
後
に
整
備
完

了
の
見
込
み
が
立
た
な
い
地
区
に
つ
い
て
は
、
補

助
事
業
の
対
象
と
す
る
事
は
出
来
ま
す
。



▼
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

　
損
害
賠
償
の
額
を
定
め
、
和
解
す
る
こ
と

に
つ
い
て

▼
令
和
６
年
度
行
方
市
健
全
化
判
断
比
率
の

報
告
に
つ
い
て

▼
令
和
６
年
度
行
方
市
資
金
不
足
比
率
の
報

告
に
つ
い
て

▼
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て

　
石
橋
　
武
士
（
北
高
岡
）

　
新
た
に
石
橋
氏
を
任
命
す
る
こ
と
に
同
意

し
ま
し
た
。

　
任
期
は
令
和
７
年
12
月
１
日
か
ら
令
和
11

年
11
月
30
日
ま
で
の
４
年
間
で
す
。

各委員会への 付託が省略された議案
議決結果は９ページをご参照ください。
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▼
教
職
員
定
数
改
善
及
び
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
堅
持

に
係
る
意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て

　
採
択
さ
れ
た
請
願
第
４
号
の
趣
旨
に
基
づ
き
、
国
の
関
係

機
関
に
求
め
る
も
の

教
職
員
定
数
改
善
及
び
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
堅
持

に
係
る
意
見
書

　
学
校
現
場
で
は
、
子
供
の
貧
困
・
い
じ
め
・
不
登
校
、

教
職
員
の
長
時
間
労
働
や
未
配
置
な
ど
、
解
決
す
べ
き
課

題
が
山
積
し
て
お
り
、
子
供
た
ち
の
豊
か
な
学
び
を
保
障

す
る
た
め
の
教
材
研
究
や
授
業
準
備
の
時
間
を
十
分
に
確

保
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
豊
か
な
学

び
や
学
校
の
働
き
方
改
革
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
加
配

教
員
の
増
員
や
少
数
職
種
の
配
置
増
な
ど
の
教
職
員
定
数

改
善
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　
令
和
３
年
３
月
の
義
務
標
準
法
の
改
正
に
よ
り
、
小
学

校
の
学
級
編
制
標
準
は
令
和
７
年
度
ま
で
に
35
人
に
引
き

下
げ
ら
れ
た
。
ま
た
、
中
学
校
に
お
い
て
は
令
和
８
年
度

か
ら
引
き
下
げ
る
方
針
と
な
っ
て
い
る
。
今
後
は
、
高
等

学
校
で
の
早
期
実
施
と
き
め
細
か
な
教
育
活
動
を
進
め
る

た
め
に
、
さ
ら
な
る
学
級
編
制
標
準
の
引
き
下
げ
、
少
人

数
学
級
の
実
現
が
必
要
で
あ
る
。

　
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
に
つ
い
て
は
、
平
成
18
年

度
に
国
庫
負
担
率
が
２
分
の
１
か
ら
３
分
の
１
に
引
き
下

げ
ら
れ
た
。
厳
し
い
財
政
状
況
の
中
、
独
自
財
源
に
よ
り

人
的
措
置
等
を
行
っ
て
い
る
自
治
体
も
あ
る
が
、
自
治
体

間
の
教
育
格
差
が
生
じ
る
こ
と
は
大
き
な
問
題
で
あ
る
。

子
供
た
ち
が
全
国
の
ど
こ
に
住
ん
で
い
て
も
、
一
定
水
準

の
教
育
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
が
憲
法
上
の
要
請
で
あ
り
、

議
員
発
議

国
の
施
策
と
し
て
定
数
改
善
に
向
け
た
財
源
保
障
を

し
、
豊
か
な
子
供
の
学
び
を
保
障
す
る
た
め
に
も
、
国
庫

負
担
制
度
の
堅
持
、
さ
ら
に
は
国
庫
負
担
率
２
分
の
１
へ

の
復
元
が
必
要
で
あ
る
。

　
ま
た
、
国
会
に
お
い
て
は
、
学
校
の
働
き
方
改
革
の
推

進
と
教
職
員
の
処
遇
改
善
を
図
る
た
め
に
、
給
特
法
等
の

一
部
改
正
法
が
可
決
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
学
校
の
働

き
方
改
革
に
つ
い
て
自
治
体
で
の
体
制
整
備
が
図
ら
れ
る

も
の
の
、「
業
務
の
３
分
類
」
を
は
じ
め
と
し
た
業
務
の

見
直
し
に
つ
い
て
は
、
自
治
体
ご
と
の
対
応
と
な
っ
て
い

る
。
確
実
な
実
現
の
た
め
に
は
、
国
に
よ
る
財
源
措
置
や

人
の
配
置
な
ど
の
支
援
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、国
会
及
び
政
府
に
お
い
て
は
、

地
方
教
育
行
政
の
実
情
を
十
分
に
認
識
し
、
地
方
自
治
体

が
計
画
的
に
教
育
行
政
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

下
記
の
措
置
を
講
じ
ら
れ
る
よ
う
強
く
要
請
す
る
。 

記

１　
学
校
の
働
き
方
改
革
及
び
長
時
間
労
働
是
正
を
実
現

す
る
た
め
、
加
配
教
員
の
増
員
や
少
数
職
種
の
配
置
増

な
ど
教
職
員
定
数
改
善
を
推
進
す
る
こ
と
。

２　
教
育
の
機
会
均
等
と
水
準
の
維
持
向
上
を
図
る
た

め
、
地
方
財
源
を
確
保
し
た
上
で
義
務
教
育
費
国
庫
負

担
制
度
を
堅
持
す
る
こ
と
。

３　
自
治
体
が
実
効
性
の
あ
る
働
き
方
改
革
を
実
行
す
る

た
め
に
必
要
な
予
算
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

　
以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を

提
出
す
る
。

令
和
７
年
11
月
11
日

茨
城
県
行
方
市
議
会　

（
提
出
先
）
内
閣
総
理
大
臣
、
総
務
大
臣
、
財
務
大
臣
、

文
部
科
学
大
臣
、
衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
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《市長提出議案》

令和７年第３回行方市議会定例会　提出議案議決結果
議案番号 件　　　　　　　名 議決結果 付託委員会

報告第 13 号 専決処分の報告について
（損害賠償の額を定め、和解することについて） ― ―

報告第 14 号 専決処分の承認を求めることについて 
（令和７年度行方市一般会計補正予算（第３号）について） 原案承認（全会一致） 予算決算常任委員会

報告第 15 号 令和６年度行方市健全化判断比率の報告について ― ―
報告第 16 号 令和６年度行方市資金不足比率の報告について ― ―
議案第 44 号 教育委員会委員の任命について 原案同意（全会一致） ―

議案第 45 号 行方市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定め
る条例の制定について 原案可決（全会一致） 教育厚生委員会

議案第 46 号 財産の取得について 原案可決（全会一致） 総務委員会
議案第 47 号 財産の取得について 原案可決（全会一致） 総務委員会
議案第 48 号 工事請負契約の締結について 原案可決（全会一致） 経済建設委員会
議案第 49 号 令和６年度行方市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 原案可決（全会一致） 経済建設委員会
議案第 50 号 令和６年度行方市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 原案可決（全会一致） 経済建設委員会

《議員提出議案》
議案番号 件　　　　　　　名 議決結果 付託委員会

発議第 ７ 号 教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度堅持に係る意見書
の提出について 原案可決（全会一致） ―

《請願・陳情》
議案番号 件　　　　　　　名 議決結果 付託委員会

請願第 ４ 号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度堅持のための政府予
算に係る意見書採択を求める請願 採択 教育厚生委員会

議案番号 件　　　　　　　名 議決結果 付託委員会
認定第１号 令和６年度行方市一般会計歳入歳出決算認定について 原案認定（全会一致） 予算決算常任委員会
認定第２号 令和６年度行方市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 原案認定（全会一致） 予算決算常任委員会
認定第３号 令和６年度行方市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 原案認定（全会一致） 予算決算常任委員会
認定第４号 令和６年度行方市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 原案認定（全会一致） 予算決算常任委員会
認定第５号 令和６年度行方市水道事業会計決算認定について 原案認定（全会一致） 予算決算常任委員会
認定第６号 令和６年度行方市下水道事業会計決算認定について 原案認定（全会一致） 予算決算常任委員会

第３回（10 月）定例会で補正された予算（令和７年度）
議案番号 補正額（総額） 主な内容 議決結果

報告第 14 号
一般会計（第３号）

1 億 1,798 万３千円　増額
（204 億 7,494 万 8 千円）

・定額減税補足給付事業（不足額給付）� /　1 億 1,787 万 3 千円
・障害者総合支援システム改修委託料　/　11 万円

原案承認
（全会一致）

議案第 51 号
一般会計（第４号）

1 億 4,992 万 9 千円　増額
（206 億 2,487 万 7 千円）

・公共施設整備基金積立金　/　9,389 万 9 千円
・地域医療介護総合確保基金事業補助金� /　5,340 万 6 千円
・農業用機械等導入補助金　/　550 万円
・防災行政無線施設整備工事　/　357 万５千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

原案可決
（全会一致）

※補正予算は予算決算常任委員会に付託されました。

決算認定（令和６年度）


